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１．総論

（１）国際課設置の経緯及び趣旨

ア 組織犯罪対策部及び外事情報部の設置並びに国際部の廃止

最近の「世界の一体化」及び日本社会の国際化は目覚ましく、それを背景に、各国警察

機関相互の関係もますます深化している。国際的な取組みにおいては、各国首脳間の治安

対策推進に係る基本的な合意形成から、国内制度の改正を含め、治安対策に係る各分野ご

との具体的な施策を各国が共同して推進、実施する段階にまで至っている。また、日本国

内においても、外国人の入国者数及び在留者数の増加を背景に来日外国人犯罪の検挙が増

加の一途をたどっているほか、国際テロ等外国の治安事象から直ちに我が国において治安

、 、 、対策上の措置が必要となる場面が生じるなど 現在では 国内治安対策を推進する上でも

国際的な視点が不可欠となっている。さらに、関係国において関連施策が推進されなけれ

ば我が国の治安対策として十分でない場合もある。

このような情勢の中、国際関係業務の企画・立案・調整については、専ら企画・立案・

調整を所掌する国際部よりも業務担当部局が前面に立って行う方がより適切な場面が増加

してきていることから、むしろ各業務担当部局においてこれらを担当するほうが効率的で

あるとされ、平成１６年４月、国際関係事務を所掌事務の大きな柱とする組織犯罪対策部

、 。及び外事情報部が設置されるとともに 暴力団対策部及び国際部が廃止されたものである

イ 長官官房国際課の設置

上記のとおり、基本的には、業務担当部局により企画・立案・調整を行うこととされた

ものの、警察に係る国際関係事務が全体として的確に、かつ、整合性を持って行われるよ

う、警察が行う国際協力に関する事務の総括、警察に係る国際会議等に関する国際機関、

、 。外国の行政機関等との連絡調整等をつかさどる課として 長官官房に国際課が設置された

（２）国際課の役割

国際課は、

・ 外国の治安機関に対する警察制度、犯罪捜査技術等に係る知識や技術の提供に関する

事務のとりまとめ

・ 外国における災害、事故等の発生に際して行う警察による国際緊急援助活動等必要な

援助に関する事務のとりまとめ

、 （ （ 、・ 国際組織犯罪対策等に係る国際機関 外国の行政機関等との連絡調整 多国間 国連

Ｇ８、ＡＳＥＡＮ＋３等）又は二国間で行われる国際会議及び条約締結交渉への対応）

・ 警察職員の海外渡航に関する事務

・ 警察に係る通訳体制の整備に関する事務



・ 警察職員の外国語能力の向上に関する事務

等をつかさどることとされている。

国際課がつかさどることとされている事務の中でも、国際協力、国際会議、国際条約及

び外国治安機関との交流については、以下のように重要性が高まっている。

国際協力については、世界各国の相互依存関係の深化という一般的情勢を背景に、日本

警察が有する技術やノウハウについて世界各国から高い評価を受けるとともに技術移転の

要望が寄せられており 「良い統治（グッド・ガバナンス 」の重要性及びその実現のた、 ）

めの警察による国際協力の重要性の認識が高まっている中、我が国政府の一員として、警

察には積極的な国際貢献が要請されている。また、警察による国際協力は、開発途上国の

治安機関の能力向上や、外国治安機関との良好な関係の構築につながり、ひいては国際テ

ロ・国際組織犯罪対策や海外邦人安全対策に資することから、その重要性は一層高まって

いる。

国際会議については、薬物や銃器の不正取引、人身売買、マネー・ローンダリング等の

国際組織犯罪や国際テロに対する国際的な取組みの必要性が高まる中、国際組織犯罪対策

や国際テロ対策が主要な議題となる国際会議や地域間会合も活発に開催されるようになっ

ている。警察庁としては、国際会議の結果を踏まえて犯罪対策や防犯施策を推進するとと

もに、国際会議に積極的に参画し、国際的な犯罪対策のルール作りへ貢献することが求め

られている。

国際条約については、犯罪対策を始めとする国民生活の安全に関連する条約の締結交渉

が多く行われており、条約策定により、犯罪対策等に関する取組みが各国に義務付けられ

ることとなるため、各国によるこれらの取組みの制度的基盤の整備が期待される。警察庁

としても、条約締結交渉に積極的に参画することが必要である。

外国治安機関との交流については、国際社会が協調して国際組織犯罪等の治安問題へ取

り組む必要性が強調される中、我が国として、各国の治安機関との間での直接的な交流を

進め、こうした交流を通じて実質的・具体的な協力関係を構築することが不可欠である。

このような状況を踏まえ、国際課としては、国際協力、国際会議、国際条約締結交渉、

外国治安機関との交流等に係るとりまとめや連絡調整に重点を置くことにより、警察庁の

各業務担当局部により行われる各種国際関係業務に対する支援を効果的に行うこととして

いる。



２．国際協力

平成１６年、国際協力の重要性の高まりを踏まえ、警察庁では、日本警察による「国際協

力の在り方」に関する警察庁としての基本的考え方、国際協力推進上の問題点等について検討

することを目的に 「国際協力分科会」を設置した。また （２）～（４）のＯＤＡ事業を中、 、

心に、警察職員の専門家派遣、外国治安機関からの研修生の受入れを実施するなど積極的に国

際協力を行った。

さらに、海外における大規模な災害の発生に際し、日本警察から国際緊急援助隊を派遣し、

人命救助等の活動を行った。

（１ 「国際協力分科会」の設置）

日本警察による国際協力（外国への専門家派遣、外国からの視察・研修の受入れ、国際

緊急援助活動、文民警察活動等）の在り方に関する警察庁の基本的考え方、国際協力推進

上の問題点等について検討するため、平成１６年９月、警察行政総合検討委員会に「国際

協力分科会 （官房長を会長とし、関係課長等により構成 ）を設置し、日本警察による」 。

「国際協力の在り方」に関する警察庁としての基本的考え方、政府開発援助(ＯＤＡ）の

推進に関する留意事項を検討した。平成１７年も引き続き検討を行っている。

（２）インドネシア国家警察改革支援

インドネシアでは、平成１１年に国家警察が国軍から分離・独立して以来、国家警察の

民主化改革が推進されている。警察庁では、この改革を支援するため、独立行政法人国際

協力機構（ＪＩＣＡ）との協力の下 「インドネシア国家警察改革支援プログラム」とし、

て、専門家の派遣や研修員の受入れ等による技術協力を実施している。この警察支援事業

は、一国の警察制度改革を支援するという画期的なものであり、国際的にも注目を集めて

いる。

本プログラムでは、平成１３年以降、警察庁から「国家警察長官政策アドバイザー」を

、 、 、全体の統括責任者として派遣し 平成１４年からは ブカシ警察署をモデル警察署として

「市民警察活動促進プロジェクト」を開始し 「組織運営 「通信指令 「現場鑑識」の、 」、 」、

各分野について専門家を派遣している。また 「教育訓練」や「薬物対策」の専門家、さ、

らに、平成１４年の爆弾テロ後の治安回復を目指すバリ州警察本部に対し 「本部長アド、

バイザー」として専門家も派遣している。

平成１６年中には 「市民警察活動促進プロジェクト」が進展し、ブカシ警察署管内に、

交番が設置され、これに合わせて、同警察署に交番の運用方法等を協議する「交番タスク



フォース」が設置された。また、薬物対策については、乱用されている薬物等について解

説した薬物捜査員向けのマニュアルを作成した。

我が国国内における研修としては、平成１６年も引き続きＪＩＣＡとの共催で「インド

ネシア警察行政セミナー」を開催し、兵庫・神奈川・新潟県警察において計２４名を受け

入れた。

（３）タイ・薬物対策地域協力プロジェクト

本プロジェクトは、世界最大級の薬物密造地域である「ゴールデン・トライアングル」

地域周辺の薬物対策強化のため、平成１４年から３年間のプロジェクトとして開始された

ものである。これは、警察庁としては初の、また、ＪＩＣＡとしても例の少ない、複数の

国を支援対象とする「広域プロジェクト」であり、タイを拠点として、同国及びその近隣

のカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムを対象に、薬物分析技術、特に同地域で大

きな問題となっているアンフェタミン型興奮剤（ＡＴＳ）の成分分析技術向上を支援する

など同地域における薬物取締能力の強化を目指している。

平成１６年中には、タイ法務省麻薬統制委員会事務局（ＯＮＣＢ）に対して派遣されて

いる専門家（ 薬物取締 「薬物分析」及び「薬物情報システム」の各分野に３名）が、「 」、

タイ及びその近隣国における薬物取締や薬物不純物分析に関するセミナーの開催や、ＯＮ

ＣＢ担当者に対する薬物情報分析システムの構築に関する指導等を行った。

（４）その他の技術協力プロジェクト

フィリピンに対しては、従来から国家警察に警察科学捜査（初動捜査）専門家と警察科

学捜査（鑑識）専門家の２人を派遣しており、平成１６年も科学捜査セミナーの開催等の

活動を行っている。これに加えて、フィリピン薬物取締庁（ＰＤＥＡ）に対する薬物犯罪

対策支援としては、平成１６年中にも継続して短期専門家の派遣等を行ったが、支援を強

化するため、新たに「フィリピン薬物法執行能力向上プロジェクト」としてフィリピンに

長期専門家を派遣することとした（平成１７年１月に派遣済み 。。）

また、中南米地域における交番制度の技術移転の中南米地域におけるモデルケースとす

るため、新たに「ブラジル地域警察活動プロジェクト」としてブラジルへの長期専門家の

派遣やブラジルからの研修員の受入れ等の協力を行っていくこととした（平成１７年１月

に派遣済み 。。）

（５）専門家派遣

警察では （２）～（４）の事業を中心に、ＪＩＣＡと協力して開発途上国に専門家を、



派遣して技術移転を図っている。専門家による技術指導分野は、交番制度、鑑識技術、薬

物対策等多岐にわたっており、また、派遣期間も「長期 （１年以上 「短期 （１年未」 ）、 」

満）と様々である。

平成１６年には、ＪＩＣＡ専門家枠で、派遣継続中の者も含め、計５か国へ計２６名の

警察職員を派遣した（別表１参照 。）

（６）セミナー等研修生の受入れ

警察庁においては （２）から（４）の事業を中心に、警察庁独自又はＪＩＣＡと協力、

して、開発途上国から研修員を招聘しセミナーや会議を開催している。

その内容は、交番制度、薬物対策、情報通信と多岐にわたっており、その形態にも、複

数国から研修員を招聘して行う集団研修と、特定の国から研修員を招聘して行う国別研修

がある（別表２参照 。）

平成１６年においては、集団研修として「国際捜査セミナーⅡ 「薬物犯罪取締セミ」、

ナーⅢ 「国際テロ事件捜査セミナーⅡ」等を実施し、また、国別研修として「中国公」、

安部捜査幹部研修セミナー 「インドネシア警察行政セミナー 「パキスタン警察行政」、 」、

セミナー」等を実施し、計５２の国・地域から計２２０名を招いて研修を実施した。

（７）国際緊急援助活動

我が国では、外国において大規模な災害が発生した場合に、被災国政府又は国際機関の

要請に基づき国際緊急援助隊を派遣することとしている。警察においては、都道府県警察

の中から国際緊急援助隊員を指名して迅速な派遣ができる体制を整えるとともに、平素か

ら、迅速かつ効果的な救助活動を行うため、訓練や研修に参加している。

平成１６年には、２月に発生したモロッコにおける地震災害の際に国際緊急援助隊の隊

員として警察職員７名（警察庁、警視庁及び神奈川県警）を現地に派遣し、現地で捜索・

救助活動支援を行った。

また、同年１２月に発生したインドネシア・スマトラ島沖における地震及び津波災害で

は、警察職員１５名（警察庁及び警視庁）を現地に派遣し、被災者の捜索活動を行ったほ

か、翌平成１７年１月からは、身元不明遺体の身元解明支援のためＤＮＡ型鑑定専門家等

５名（警察庁及び警視庁）を追加派遣した。

また、国際緊急援助活動に関する研修、訓練としては、ＪＩＣＡが主催する国際緊急援

助隊チームリーダー研修（１月開催）や総合訓練（８月開催）に、警察庁及び関係都道府

県警察の職員が参加した。



警察からの国際緊急援助隊派遣状況

年 月 派遣先 災害の内容 出動人員

平成２年６月 イラン 地震 ６

平成２年７月 フィリピン 地震 １１

平成５年12月 マレーシア 豪雨・ビル倒壊 １１

平成８年10月 エジプト ビル倒壊 ９

平成11年１月 コロンビア 地震 １５

平成11年９月 台湾 地震 ４５

平成15年５月 アルジェリア 地震 １９

平成16年２月 モロッコ 地震 ７

平成16年12月 タイ 津波 １５

平成17年1月 タイ 津波 ５

（８）今後の方向性・課題

現在、我が国の国際協力については、従来の「ハード （施設・物資）中心の協力から、技」

術協力のような「ソフト （知識・人的貢献）の協力が重視されつつあり、その中でも、被援」

助国の発展に不可欠な「ガバナンス支援」が重視されつつある。このため、我が国に対する警

察分野での技術協力の要請は、今後ますます増加していくものと考えられる。

こうした中、警察庁においては、必要な人材や受入れの体制を確保した上で、経験や蓄積し

たノウハウを活かした効果的な技術協力を行っていくことが重要である。また、ＯＤＡ全般に

ついて評価の充実が求められているため、警察分野の技術協力についても、その成果を可能な

限り把握し、これを今後の案件選定にいかしていく必要がある。また、我が国の治安対策に資

する案件については、より積極的な対応をすべきと考えられ、具体的には、国際協力分科会で

検討していくこととしている。

さらに、国際緊急援助活動については、平成１６年のスマトラ島沖大規模地震に伴う津波被

害に対しＤＮＡ型鑑定専門家等を派遣するなど、従来の救助チーム派遣以外の新たな展開が生

じているため、活動分野の拡大を含め、国際的な緊急援助のニーズに柔軟に対応できる体制を

整備していく必要がある。



別 表 １ 平 成 １６年 中 の 専 門 家 派 遣 実 績

（１）平 成 １５年 以 前 に 派 遣 さ れ た 専 門 家
階 級 出 発 日 帰 国 日 長 短 派 遣 国 派 遣 先 機 関 指 導 内 容

1 警 視 監 H 1 3 . 2 . 1 0 H 1 7 . 8 . 9 長 期 ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 国 家 警 察 国 家 警 察 長 官 政 策

ア ド バイザー

2 警 部 H 1 4 . 1 0 . 2 5 H 1 7 . 6 . 1 5 長 期 タイ 薬 物 統 制 委 員 会 事 務 局 チ ー フ ア ド バ イ ザ ー

／ 薬 物 取 締

3 警 部 H 1 4 . 1 2 . 5 H 1 7 . 6 . 1 5 長 期 タイ 薬 物 統 制 委 員 会 事 務 局 薬 物 分 析

4 警 視 H 1 4 . 1 2 . 1 5 H 1 7 . 2 . 2 0 長 期 ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 国 家 警 察 組 織 運 営 ／ プ ロ ジ

ェクト・リーダー

5 警 部 補 H 1 4 . 1 2 . 1 5 H 1 7 . 2 . 2 0 長 期 ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 国 家 警 察 薬 物 対 策

6 技 官 H 1 4 . 1 2 . 2 5 H 1 7 . 6 . 1 5 長 期 タイ 薬 物 統 制 委 員 会 事 務 局 薬 物 情 報 シ ス テ ム

7 警 部 H 1 5 . 5 . 2 9 H 1 7 . 5 . 2 8 長 期 ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 国 家 警 察 警 察 科 学 捜 査

（初 動 捜 査 ）

（２）平 成 １６年 中 に 派 遣 さ れ た 専 門 家
階 級 出 発 日 帰 国 日 長 短 派 遣 国 派 遣 先 機 関 指 導 内 容

1 警 部 補 H 1 6 . 1 . 8 H 1 6 . 3 . 7 短 期 ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 薬 物 取 締 庁 薬 物 取 締

2 技 術 吏 員 H 1 6 . 1 . 8 H 1 6 . 3 . 7 短 期 ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 薬 物 取 締 庁 薬 物 分 析

3 技 官 H 1 6 . 1 . 8 H 1 6 . 3 . 7 短 期 ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 薬 物 取 締 庁 薬 物 情 報 シ ス テ ム

4 巡 査 部 長 H 1 6 . 1 . 1 9 H 1 6 . 3 . 2 7 短 期 タイ 薬 物 統 制 委 員 会 事 務 局 薬 物 捜 査

5 技 官 H 1 6 . 2 . 1 5 H 1 6 . 2 . 2 8 短 期 ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 国 家 警 察 指 紋 鑑 識

6 警 部 H 1 6 . 2 . 2 1 H 1 8 . 2 . 2 0 長 期 ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 国 家 警 察 通 信 指 令

7 警 部 H 1 6 . 3 . 1 4 H 1 6 . 1 2 . 1 3 短 期 ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 国 家 警 察 教 育 訓 練

8 警 部 H 1 6 . 3 . 1 4 H 1 8 . 3 . 1 3 長 期 ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ﾈ ｼ ｱ 国 家 警 察 現 場 鑑 識

9 警 部 補 H 1 6 . 7 . 1 4 H 1 6 . 9 . 2 3 短 期 タイ 薬 物 統 制 委 員 会 事 務 局 薬 物 取 締

1 0 警 視 監 H 1 6 . 9 . 1 3 H 1 6 . 9 . 1 8 短 期 ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ 在 外 技 術 研 修 講 師 第 三 国 研 修 （交 番

（交番セミナー） シ ス テ ム の 現 況 ）

1 1 警 視 H 1 6 . 9 . 1 3 H 1 6 . 9 . 1 8 短 期 ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ 在 外 技 術 研 修 講 師 第 三 国 研 修 （交 番

（日 本 の 交 番 シ ス テ ム ） シ ス テ ム の 現 況 ）

1 2 警 部 補 H 1 6 . 9 . 1 6 H 1 8 . 9 . 1 5 長 期 ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ 国 家 警 察 警 察 科 学 捜 査

（鑑 識 ）

1 3 警 部 補 H 1 6 . 9 . 2 5 H 1 6 . 1 0 . 2 4 短 期 ブラジル サ ン パ ウ ロ 州 科 学 技 術 捜 査 鑑 識 技 術

警 察

1 4 警 部 補 H 1 6 . 9 . 2 5 H 1 6 . 1 0 . 2 4 短 期 ブラジル サ ン パ ウ ロ 州 科 学 技 術 捜 査 鑑 識 技 術

警 察

1 5 技 官 H 1 6 . 9 . 2 5 H 1 6 . 1 0 . 2 4 短 期 ブラジル サ ン パ ウ ロ 州 科 学 技 術 捜 査 鑑 識 技 術

警 察

1 6 警 部 補 H 1 6 . 1 1 . 1 1 H 1 6 . 1 2 . 2 9 短 期 タイ 薬 物 統 制 委 員 会 事 務 局 薬 物 取 締

1 7 警 部 H 1 6 . 1 2 . 6 H 1 6 . 1 2 . 1 8 短 期 タイ 保 険 省 コ ン ケ ン 病 院 交 通 安 全 教 育

1 8 警 視 正 H 1 6 . 1 2 . 6 H 1 6 . 1 2 . 1 1 短 期 ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ警察 第 三 国 研 修 （日 本

の 交 通 安 全 事 情 １ ）

1 9 警 視 H 1 6 . 1 2 . 6 H 1 6 . 1 2 . 1 1 短 期 ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ警察 第 三 国 研 修 （日 本

の 道 路 交 通 教 育 ２ ）



別表２ 平成１６年中の研修員受入れ等の実績

（１）ＪＩＣＡ研修員受入事業

人数 実施期間事業名 参加国
国際鑑識セミナー 7 16.1.19～2.6ベリーズ、コロンビア、ドミニカ、ガイアナ、インドネ

シア、パレスチナ

国際捜査セミナーⅡ 8 16.4.12～4.30インドネシア、フィジー、パナマ、イエメン、パプアニ

ューギニア、ブラジル、ベネズエラ、チュニジア

上級警察幹部セミナ－ 10 16.6.14～6.29コロンビア、エルサルバドル、マーシャル、ミクロネシ

ア、パラオ、東ティモール、ウルグアイ、オマーン、ト

ルコ、ベネズエラ

国際テロ事件捜査セミナー 15 16.9.5～9.19インドネシア、フィリピン、パキスタン、アフガニスタ

ン、セルビア・モンテネグロ、マレーシア、タイ、ケニ集 Ⅱ
ア、エストニア、エチオピア、レバノン団

薬物犯罪取締セミナーⅢ 18 16.9.27～10.15研 インドネシア、フィリピン、カンボジア、ネパール、ド

ミニカ共和国、ペルー、トルコ、マレーシア、タイ、ミ修
ャンマー、パキスタン、コスタリカ、パナマ、コロンビ

ア、ウルグアイ、セルビア・モンテネグロ

警察情報通信セミナー 15 16.2.3～2.22インド、インドネシア、スリランカ、バングラディシュ

フィリピン、 、ウルグアイ、エクアドモルジブ、ラオス

ル、コロンビア、トンガ、ニジェール、ペルー、ルーマ

ニア

シンガポール第三国研修 26 16.9.27～10.1モンゴル、ウガンダ、ベリーズ、モルジブ、東チモー

ル、インドネシア、タイ、パプア・ニューギニア、ベト「交番システム」本邦補完
ナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア、スリランカ、研修
フィジー、ブルネイ、インド、マレーシア、シンガポー

ル

インドネシア警察行政セミナー 24 16.8.20～10.8

イラク警察研修 10 16.9.27 ～10.4

国 中国公安青年幹部研修 25 16.10.25～11.11

別
研 中国公安部捜査幹部研修セミナー 10 16.11.15～12.3

修
ブラジル公共保安セミナー 10 16.3.8～3.19

パキスタン警察行政セミナー 6 16.3.3～3.16

（２）警察庁独自ＯＤＡによる国際会議

人数 実施期間事業名 ＯＤＡによる招へい国
36 16.2.3～2.6アジア・太平洋地域薬物取締担 マレーシア、フィリピン、中国、インド、インド

当実務者会議 ネシア、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイ、

ミャンマー、フィジー、ネパール



３．国際社会との連携

主要国首脳会議（サミット）においては、近年特に、国際組織犯罪、国際テロ等に関する問

題が取り上げられているが 平成７年のハリファクス・サミットにおいて設置が決定された Ｇ、 、「

８国際組織犯罪対策上級専門家会合（Ｇ８リヨン・グループ 」において、実務的な検討が頻繁）

に行われているほか、平成９年以降は「Ｇ８司法・内務閣僚級会合」も開催されている。また、

国際組織犯罪や国際テロの活動基盤となり得るマネー・ローンダリング対策における国際協調

の推進のため、平成元年以降ＯＥＣＤメンバー国を中心に「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ 」が）

設けられているほか、平成９年以降はアジア・太平洋諸国で構成される「アジア・太平洋マネ

ー・ローンダリング対策グループ（ＡＰＧ 」が設置されている。）

警察庁においては、これらの国際的な取組みの発足当初から積極的に参画しており、国際課

では、警察庁からの会議への出席、我が国の対処方針策定に係るとりまとめ等を行っている。

（１）Ｇ８ローマ／リヨン・グループ

Ｇ８国際組織犯罪対策上級専門家会合 Ｇ８リヨン・グループ では 平成８年の 国「 」（ ） 、 「

際組織犯罪と闘うための４０の勧告」の策定以降、法執行、司法協力、銃器対策、人の密

輸、ハイテク犯罪等の分野における国際的な実施基準作りやプロジェクトの提案・実施に

関する検討が各サブ・グループにおいて進められており、警察庁では、関係課が毎回出席

するなど、積極的に議論に参画している。特に、現在６つあるサブ・グループのうち法執

行サブ・グループにおいては、児童ポルノデータベースに関するプロジェクトやスカイ・

マーシャルの導入プロジェクト等、警察に関連の深い議題を多く取り上げており、警察庁

は、関係省庁から成る我が国代表団の同サブ・グループの取りまとめ官庁として、中心的

な役割を担っている。また 「Ｇ８司法・内務閣僚級会合」についても、例年、警察庁から、

幹部が出席し、我が国の取組み状況を報告するとともに、Ｇ８閣僚声明やコミュニケの策

定に貢献している。

平成１６年には、議長国米国において、Ｇ８ローマ／リヨン・グループ会合が２月、４

月及び１１月に開催され、警察庁からは、各会合に国際課を始め関係課の担当者が出席し

て活発に議論に参加した。また、司法・内務閣僚級会合が５月に開催され、警察庁次長が

出席してスカイ・マーシャルの実施について言及するなど、積極的に議論に参画した。

また、平成１６年６月のシーアイランド・サミットにおいては、米国の提案によって、

主にテロ対策に関する包括的な行動計画である「ＳＡＦＴＩ(Secure and Facilitated Int

）」 。ernational Travel Initiative:安全かつ容易な海外渡航イニシアティブ が採択された

その後、その実施に向け、Ｇ８ローマ／リヨン・グループにおいて検討することとなり、

１１月には、既存の５つのサブ・グループ（法執行、刑事法、移民専門家、ハイテク犯罪



及びテロ専門家会合）に加えて、ＳＡＦＴＩ交通・保安サブ・グループが設置され、同サ

ブ・グループに警察庁からも関係課の担当者が出席し、積極的に議論に参画した。

また、平成１７年には、議長国英国において、既に行われた１月会合に続いて、４月及

び１１月にＧ８ローマ／リヨン・グループ会合が、６月に司法・内務閣僚級会合が、それ

ぞれ開催される予定であるところ、英国も、新規に銃器の不正取引対策、ＤＮＡデータベ

ースの共有、国際テロと国際組織犯罪の関連性分析等に関するプロジェクトを提案してい

る。

警察庁としては、引き続き、法執行サブ・グループの我が国代表団内の取りまとめを行

うほか、我が国の取組み状況や技術・経験に関する情報の提供を含め、積極的に議論に参

画していく必要がある。

（２）金融活動作業部会（ＦＡＴＦ：Financial Action Task Force）

「金融活動作業部会 （ＦＡＴＦ） では、平成２年の「４０の勧告」の策定以降、勧告」 *1

内容の実施を促すため、参加国の相互審査を行っているほか、マネー・ローンダリング対

策として、マネー・ローンダリングの犯罪化及びその前提犯罪の拡大、金融機関等による

顧客の身元確認、疑わしい取引についての権限ある当局への報告、不法収益の没収及びそ

の保全、国際協力の強化、法人形態の透明性の向上、金融機関以外の者（不動産業者、貴

、 ） 。金属・宝石取扱業者 弁護士及び会計士 への対策の拡大等について検討が行われている

警察庁では、平成１６年中、前年に改訂された「４０の勧告」に基づく相互審査等に使

用する評価基準作成のため東京において開催されたワーキング・グループ（１月）及びパ

リで開催された３回の全体会合等（２月、６月及び１０月）に関係課が出席するなど、積

極的に参画した。

参加国・地域及び機関注） ＦＡＴＦの

平成１６年１１月末現在の参加国・地域及び機関は、アルゼンチン、オーストラリ

ア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、デンマーク、フィンランド、フラ

ンス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ル

クセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、

ロシア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英

国、米国、欧州委員会（European Commission 、湾岸協力理事会（Gulf Cooperation）

Council （ＧＣＣ ）の計３１か国・地域及び２国際機関。）

（３）アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ（ＡＰＧ：Asia／Pacific Group

on Money Laundering）



ＡＰＧでは、現在、マネー・ローンダリング手口の分析と情報交換を行っているほか、

ＡＰＧ加盟国間における相互審査を実施するなどの活動を行っている。

警察庁では、平成１６年には、１０月に開催されたブルネイでのタイポロジー（類型分

析）会合において、最近の地下銀行事犯の事例報告・類型分析に加え、その対策に関する

プレゼンテーションを行うなど、同グループの活動に積極的に参画した。

参加国・地域及び機関注） ＡＰＧの

平成１６年６月末現在のメンバー国・地域は、オーストラリア、バングラデシュ、

、 、 、 、 、 、 、 、ブルネイ カンボジア 台湾 クック諸島 フィジー 香港 インド インドネシア

日本、韓国、マカオ、マレーシア、マーシャル諸島、モンゴル、ネパール、ニュージ

ーランド、ニウエ、パキスタン、パラオ、フィリピン、サモア、シンガポール、スリ

ランカ、タイ、米国、バヌアツの２８か国・地域。

（４）国境を越える犯罪に関するＡＳＥＡＮ＋３閣僚会議（ＡＭＭＴＣ＋３）

米国における同時多発テロ事件やインドネシア・バリ島における爆弾テロ事件の発生等

を契機として、平成１６年１月、タイにおいて、ＡＳＥＡＮ１０か国に日本、中国及び韓

国（＋３）を加えて「国境を越える犯罪に関するＡＳＥＡＮ＋３閣僚会議」第一回会合が

開催され、警察からは、国家公安委員会委員長、国際第一課長等が出席した。会議では、

テロ、薬物犯罪等の国境を越える犯罪対策に関する参加国関係機関の連携強化について議

論を行い、コミュニケを採択した。

本閣僚会議においては、テロ、薬物犯罪、海賊、人身取引、武器密輸、国際経済犯罪、

マネー・ローンダリング及びサイバー犯罪の８分野について、各分野ごとにＡＳＥＡＮの

いずれかの国が推進主体となってＡＳＥＡＮ＋３での協力を推進し、日本、中国及び韓国

はこれを支援することとされた。そこで、平成１７年冬に開催予定の第２回閣僚会議に向

け、事務レベル会議を開催するなどして具体的な協力の枠組みや課題等について検討が進

められており、警察庁として引き続き参画する必要がある。

（５）今後の方向性・課題

国際組織犯罪対策・テロ対策において国際協調の重要性がますます強調される中、我が

国としても、国際社会の動向を的確に把握し、時機を失することなく対応するとともに、

我が国において蓄積された組織犯罪対策、防犯対策等に係るノウハウを実効ある形で国際

社会に提供し、国際社会における治安維持・犯罪防止の在り方につき主体的に提案してい

く姿勢が極めて重要である。

そこで、警察庁としては、今後、引き続きＧ８ローマ／リヨン・グループ、ＦＡＴＦ及



びＡＰＧ等の国際会議における議論に積極的に参加し、そこで得た各国の取組み状況に関

する情報や議論の内容を国内での犯罪対策・防犯施策策定に効果的に反映させていくとと

もに、国際社会における国際組織犯罪対策・テロ対策の枠組み作りに際し、いかなる貢献

。 、 、・提案が可能なのかを検討していくことが求められている また ＡＭＭＴＣ＋３を始め

アジアにおける地域的連携のための取組みはようやく始まったところであり、我が国の治

安への影響の大きさからも、今後、警察庁としても積極的な貢献が求められるものと考え

られる。



４．治安関係条約交渉への参画

近年、日本が締結する条約の数は年々増加しているが、対象分野は広範にわたり、内容は国

民生活と密接に関係するようになってきている。犯罪対策を始めとする国民生活の安全に関連

する内容を含む条約も少なくない。また、国際組織犯罪防止条約やサイバー犯罪条約など、犯

罪対策自体を目的とする条約の策定も活発に行われている。

警察庁では、治安の観点から重要と認められるものに重点を指向しつつ、条約を始めとする

様々な国際ルールの形成過程に積極的に参画しており、特に重要な条約交渉の場には、国際課

長が参加するほか、その他の条約交渉についても、条約の案文の起草、我が国の対処方針の策

定等に関し、必要な連絡調整に当たっている。

（１）各国との刑事共助条約の締結拡大

国際犯罪捜査を行う上で、外国に所在する証拠について、当該外国に要請し、証拠の提

供を受けることが必要となる場面が少なくない。このような外国との共助については、通

、 。常国際礼譲に基づいて行われており 必ずしも要請された共助が実施されるとは限らない

また、共助要請の発受が外交ルートを通じて行われているために、要請された共助が実施

されたとしても、迅速に回答を得ることが困難である。そこで、共助の実施を条約上の義

務とすることにより確実な共助の実施を期するとともに、共助要請の発受を行う中央当局

を指定することにより手続の迅速化を図るため、各国との刑事共助条約の締結が求められ

ている。

平成１６年中は、平成１５年８月に我が国初の二国間の刑事共助条約として署名された

「 」（ ）刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約 日米刑事共助条約

について、５月に条約締結の国会承認が得られた。さらに、７月には日韓首脳会談におい

て日韓刑事共助条約の交渉開始が合意され、１１月にはソウルで第１回交渉会合が開催さ

れて警察庁からも国際課長等が出席した。

警察庁としては、現在交渉中の日韓刑事共助条約の早期締結に向けて今後とも積極的に

交渉に参画していくとともに、アジア諸国を始めとする各国との同種条約締結の可能性に

ついて、我が国にとっての共助の必要性、相手国の制度等を勘案しつつ、関係省庁ととも

に検討を進めることとしている。

（２）日中領事条約

領事条約とは、領事官等の特権及び免除その他の領事関係全般に関する国際法上のルー

ルの明確化及び統一化を図るものであるところ、平成１４年５月に発生した瀋陽総領事館

事件を契機として、平成１５年４月から日中間において領事関係国際約束の締結交渉が開



始された。平成１６年中は７月までに３回の交渉会合が開催され、各回とも警察庁から出

席者の派遣を行った。

警察庁としては 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画 （平成１５年１２月・犯、 」

罪対策閣僚会議決定）において 「中国との間において交渉中の領事関係国際約束におい、

て、相手国国民を拘禁した際の領事機関への義務的通報その他の我が国における中国人

による犯罪の減少に寄与し得る措置（被拘禁者の身分事項の確認等）を確保しつつ、そ

の早期締結を目指し、協議を進める 」と規定されたことを踏まえ、被拘禁者の身分事項。

の確認等の事項に重点を指向し、引き続き、交渉に参画していくこととしている。

（３）各国との経済連携の促進

現在、我が国政府として、各国との自由貿易協定（Free Trade Agreement）及び経済連

（ ） 、 、携協定 Economic Partnership Agreement の締結推進を図っているが 平成１６年中は

メキシコ、フィリピン、タイ、韓国及びマレーシアとの間で交渉が行われた。特に、メキ

シコとの協定については９月に署名がなされ、フィリピンとの協定については１１月に実

質合意がなされたところ、警察庁では、各国との交渉に当たり、我が国の対処方針の策定

等について、積極的な参画を行った。

警察庁としては、治安上の観点から、経済連携に係る包括的な取組みに関心を有してい

る。特に、人の移動分野に関する交渉については、専門的・技術的労働者の受入れが求め

られており、不法就労、不法滞在その他の犯罪を防止するために必要な枠組みを確保する

べく、引き続き、交渉過程に積極的に参画していくこととしている。

（４）今後の方向性・課題

警察庁としては、現在交渉中の諸条約の早期締結に向けて、今後とも積極的に交渉に参

画していくとともに、各条約類型ごとに、上記の方向性・課題に即した対応を行っていく

必要がある。

また、昨今の国際情勢にかんがみ、いずれの地域・国との間で、いかなる協力関係を構

築・強化すべきなのかを見極めた上で、条約その他の国際約束には当たらない、警察当局

間協力に関する文書の策定についても、検討していく必要がある。



５．外国治安機関との交流

我が国として、外国治安機関との協力関係の構築の重要性は近年ますます高まっており、

警察庁としても、我が国と外国の警察当局間で会議を開催したり、外国治安機関から日本警

察への来訪者を受け入れることを通じて、協力関係の構築及び強化に努めている。

（１）二国間会合

各国の治安機関との間で直接的な交流を進める上で、二国間会議を行うことは極めて効

果的であるとの認識の下、我が国では、協力関係の推進の必要性や外国からの要望を踏ま

え、中国及びロシアとの間で、積極的に二国間の会議を行っている。

ア 日中の警察当局間会合

日中治安当局間では、国際犯罪対策における協力強化を目的とする協議の枠組みとし

、「 」 、 （ ）て 日中治安当局間協議 が設置されており 平成１１年１２月の第１回会合 北京

以降、実務者レベルでの会合が３回開催されている。警察庁は、外務省、法務省、財務

省、海上保安庁等の関係省庁とともに毎回当協議に参画している。

他方、最近、来日中国人犯罪の検挙件数が増加傾向にあることや、前記「日中治安当

局間協議」が平成１４年７月の第３回会合以降開催されていなかったこと等を踏まえ、

平成１６年１１月、警察庁と中国公安部との間の協議を東京で開催した。当協議には、

中国公安部外事局副局長を団長とする中国公安部員が訪日し、警察庁政策評価審議官を

団長とする我が国代表団との間で、来日中国人犯罪対策等の日中間にまたがる犯罪に関

する情報交換の迅速化、積極的な捜査共助や共同取締りの実施等について、実務者レベ

ルでの活発な意見交換を行った。

また、平成１７年１月には、国家公安委員会委員長が訪中し、中国公安部長と会談を

行った。

イ 日露の警察当局間会合

日露の薬物、銃器、自動車及び水産物の密輸を中心とする治安問題について双方の治

安当局が共に検討する枠組みとして、平成９年以降 「日露治安当局間会合」が設置さ、

れており、現在までに４回開催されている。警察庁は、外務省、財務省、海上保安庁等

の関係省庁とともに毎回当会合に参画している。

他方、特に極東における治安問題につき、警察庁とロシア内務省（極東連邦管区内務

総局）とが協議を行う必要性があることについて両者間で認識が一致したため、平成１

６年１２月には、警察庁とロシア内務省（極東連邦管区内務総局）間の実務者会合がハ

バロフスクで開催された。当会合では、極東における銃器、薬物、自動車及び水産物の

密輸問題及びこれらに係る捜査協力・共助に関して、双方の治安担当者間で率直な意見



交換を行い、双方の問題の所在が明らかになるとともに、担当者間の情報交換の過程で

対応可能な措置の範囲・内容等を確認した。

（２）便宜供与

ＪＩＣＡ、外務省・在外公館、在京大使館等を通じて、外国の治安機関から警察庁への

来訪者に対する便宜供与の依頼が増加している。このような場合に、警察庁では、警察庁

長官等への表敬訪問、我が国警察関連施設の視察、我が国警察の組織や活動に関する説明

会を開催し このような機会を通じて各国の治安機関との協力関係の強化を図っている 別、 （

表３参照 。。）

ア 外国の要人に対する便宜供与

来訪者に対する各種便宜供与の中でも、各国の治安機関のトップレベルの要人と警察

庁長官等が会談をした場合には、その機会に、双方の理解・認識が急速に深まることが

期待され、現実に、相互の将来的な関係強化において極めて効果的な結果をもたらすこ

とも少なくない。

こうした観点から、警察庁においては、各国の治安機関の要人の来訪について積極的

に受け入れ、警察庁長官等との会談の機会を設けているところである。

平成１６年には、３月に行われたアフガニスタンの教育大臣と警察庁長官との会談を

、 、 、始めとして 合計１２件の各国要人の警察庁への来訪に際し便宜供与を行い その結果

多くの意義ある会談が実現した（別表３（１）参照 。。）

例えば、平成１６年４月に、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の内務省次官が来訪した際

には、警察庁長官との会談において、警察官の教育訓練を通じた相互交流が提案され、

この結果、本年中に、我が国の警察ＯＢがＵＡＥに赴き我が国の警察制度や各種犯罪へ

の取組み状況等に関する講演を行うこととなったほか、ＵＡＥの警察官の来日が計画さ

れることとなった。

また、平成１６年４月に、米国ＦＢＩ長官が来日した際には、国家公安委員会委員長

及び警察庁長官との各会談において、親密な関係が醸成されるとともに、双方の問題意

識や今後の協力の在り方に関する具体的な意見交換がなされ、極めて意義深いものとな

った。

イ 実務者レベルの担当官に対する便宜供与

外国治安機関の要人の来訪だけではなく、協力関係の構築に当たっては、実務者レベ

ルの交流も重要であり、各国からの実務者レベルの担当官の来訪の際にも、同様に各種

便宜供与を提供している。

平成１６年中に警察庁において便宜供与を実施した諸外国の治安機関からの来訪件数



（要人含む）は１４２件であり、前年に比し３３件増加した。また、来訪人員は１０２

１人であり、前年に比し１９０名増加した。また、国・地域の数は、８６か国・地域に

上った（別表３（２）参照 。。）

内訳については、アジア諸国からの来訪者が８０５人（全体の７９％）と圧倒的に多

く、次いで中近東諸国（６４人、６％ 、欧州諸国（４９人、５％）の順となっている）

（別表３（３）参照 。。）

また、近年、中国、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール等からの来訪者の

増加が著しく、警察庁とアジア諸国の治安機関間の協力関係強化に向けた相互の意識の

高まりが表れている。

（３）今後の方向性・課題

国境を越えた犯罪がますます深刻化・巧妙化する中、そうした情勢に的確に対応するた

めに、諸外国の治安機関との協力関係を一層強化していくことは、極めて重要な課題であ

る。

二国間の治安当局間会合については、我が国が直面する国際犯罪情勢を的確に見極めた

、 、 、上で いずれの地域・国との間で いかなる協力関係を構築・強化すべきなのかを検討し

、 。必要に応じて 各国の治安機関との間の実質的な関係作りに努めることが求められている

また、二国間会合、便宜供与両方の場合において、外国において日本の警察職員が受け

る接遇（我が国から高官が訪問した場合には、相手国の相応の立場の人が全日程同行する

例も見られる）も踏まえ、相手の要望に可能な限り応えられるよう配意する必要がある。

警察庁としては、今後も、必要な人材や受入れの体制を確保した上で、諸外国の治安機

関との緊密な交流を展開していくことが重要である。



別表３ 平成１６年中の便宜供与の実施状況

（１）主要便宜供与対象者
(1) アフガニスタン教育大臣（長官表敬） 3/5
(2) 中国司法部長（長官表敬） 4/12
(3) ＵＡＥ内務省次官（長官表敬） 4/16
(4) ＦＢＩ長官（大臣表敬、長官主催昼食会） 4/23
(5) イスラエル国家警察長官（長官表敬） 5/13
(6) インドネシア国家警察アドバイザー（大臣表敬、長官表敬） 7/20、7/21
(7) チリ国家警察軍長官（長官表敬） 10/8
(8) シンガポール警察庁長官（長官表敬） 10/27
(9) インドネシア・バリ州警察本部長（長官表敬） 11/2
(10) インドネシア国家警察指揮幕僚学校上級講師（次長表敬） 11/22
(11) インドネシア国家警察人事担当次長（次長表敬） 11/25
(12) ドイツ内務大臣（大臣表敬） 12/9

（２）便宜供与件数・人員

件 数（前年比） 人 員（前年比） 国・地域
数

１６年 １４２件(＋３３件) １０２１名(＋１９０名) ８６

１５年 １０９件(－４１件) ８３１名(－１２８名) １０３

１４年 １５０件(＋２６件) ９５９名(＋２４３名) ９９

（３）地域別人員 （参考） アジアの国・地域別人員

地 域 年 年 年 国 名 年 年 年16 ％ 15 ％ 14 ％ 16 15 14

805 78.8 523 63.0 681 71.0 1 216 82 217ア ジ ア 中 国

49 4.8 140 16.8 111 11.6 2 161 18 41欧 州 タ イ

29 2.8 56 6.7 63 6.5 3 125 152 154中 南 米 韓 国

14 1.4 41 4.9 17 1.8 4 90 56 58大 洋 州 インドネシア

47 4.6 37 4.5 44 4.6 5 38 30 39アフリカ 台 湾

64 6.3 31 3.7 18 1.9 6 32 38 31中 近 東 フィリピン

13 1.3 3 0.4 25 2.6 7 30 15 26北 米 ベトナム

1021 831 959 8 22 8 17合 計 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

9 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 14 7 17

10 ﾊﾟｷｽﾀﾝ 13 8 13

11 その他 67 95

805 523 681合 計

（参考） 月別便宜供与件数・人員
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計年 区分

１６ 件数 7 17 18 10 7 8 10 3 9 23 20 10 142
年 人員 66 67 122 50 22 64 101 52 69 188 189 31 1021
１５ 件数 8 15 12 5 3 7 7 2 8 19 15 8 109
年 人員 93 99 131 19 23 78 32 32 55 121 88 60 831
１４ 件数 7 12 22 9 7 14 6 7 13 18 22 13 150
年 人員 23 134 95 93 34 113 44 47 56 146 103 71 959


